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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２８年１１月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１１月１０日 １１時２０分ごろ 

発生場所 阪神港大阪第１区 

 大阪南防波堤灯台から真方位００８°１,０５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３８.９′ 東経１３５°２３.９′） 

事故の概要  コンテナ船CAPE
ケ ー プ

 FORBY
フ ォ ビ ィ

は、着岸作業中、また、コンテナ船 J R S
ジェイアールエス

 

CARINA
カ リ ナ

は、着岸中、両船が衝突した。 

 CAPE FORBY は、綱取り作業員が負傷し、左舷船首部ブルワークの

破口等を生じ、また、JRS CARINA は、右舷船尾部ハンドレールに曲

損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年１１月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ コンテナ船 CAPE FORBY（マーシャル諸島共和国籍）、 

   １５,９９５トン 

   ９３５６８４２（ＩＭＯ番号）、CAPE FORBY SHIPPING COMPANY 

LIMITED 

   １７０.１５ｍ×２５.００ｍ×１４.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１２,６４０kＷ、２００６年（建造年） 

Ｂ コンテナ船 JRS CARINA（キプロス共和国籍）、７,５４５トン 

９３３９０８８（ＩＭＯ番号）、JRS CARINA NAVIGATION 

LIMITED 

   １２１.２４ｍ×２０.６０ｍ×１０.８０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７,２００kＷ、２００７年（建造年） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ４２歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（マーシャル諸島共和国発給）  

    交付年月日 ２０１５年３月１６日 

          （２０２０年２月１６日まで有効） 

機関長Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ２８歳 

   締約国資格受有者承認証 機関長（マーシャル諸島共和国発

給） 

    交付年月日 ２０１５年６月４日 
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          （２０２０年３月１１日まで有効） 

  水先人Ａ 男性 ７２歳 

   大阪湾水先区１級水先人水先免状 

    免 許 年 月 日 平成２０年６月９日 

    免状交付年月日 平成２７年６月１日 

    有効期間満了日 平成３０年６月８日 

  綱取り作業員 男性 ５４歳 

Ｂ 船長Ｂ（フィリピン共和国籍） 男性 ３８歳 

   免状不詳 

 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（綱取り作業員） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部ブルワークに破口、前部スプリングに破断等 

Ｂ 右舷船尾部ハンドレールに曲損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１７人（フィリピン共和国籍１５人、中華人民

共和国籍１人及びエチオピア連邦民主共和国籍１人）が乗り組み、和

歌山県和歌山市友ケ島沖で水先人Ａを乗せ、阪神港大阪第１区夢
ゆめ

洲
しま

Ｃ

１２岸壁（以下「本件岸壁」という。）に入船で左舷着けとする予定

で阪神港大阪区の内港航路に向かった。 

 Ａ船は、船長Ａが操船指揮をとり、水先人Ａが水先を行い、航海士

を機関操作及び各配置との連絡等に、甲板手を手動操舵にそれぞれつ

け、右舷船尾にタグボート（主機出力約２,２００kＷ）を配置し、平

成２７年１１月１０日１１時０４分ごろ内港航路に入航した後、機関

を極微速力前進として約３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で北東進した。 

 Ａ船は、１１時１０分ごろ本件岸壁に向けて左転し、着岸予定場所

の手前約２００ｍに至ったとき、機関を停止し、バウスラスタ（出力

９００kＷ）を使用して針路を調整しながら本件岸壁への接近を続け

た。 

 水先人Ａは、左舷ウイングに立ち、本件岸壁との距離を目測しなが

ら着岸予定場所を示す国際信号旗「Ｎ」の手前約５０ｍで、前部スプ

リングを綱取りボートへ送るように指示し、１１時１７分ごろＡ船の

前進行きあしが約２knの速力となった頃、タグボートにＡ船の機関を

使用することを伝え、極微速力後進を指示した。 

 Ａ船は、船長Ａが水先人Ａの指示を受けて遠隔操縦装置により機関

を極微速力後進に操作したが、機関が後進にかからなかった。 

 Ａ船は、水先人Ａが、機関が後進にかかった気配がなかったので、

さらに、半速、全速力後進を指示したが、機関が後進にかからず、前

進行きあしが止まらなかったので、右舷錨を投下するとともに、右舷
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船尾をタグボートで引かせたが、１１時２０分ごろＡ船の左舷船首部

が夢洲Ｃ１１岸壁に着岸中のＢ船の右舷船尾部に衝突した。 

 水先人Ａは、機関を使用することができないＡ船を着岸させる目的

で追加のタグボートの手配をしようとしていたところ、機関が回復で

きたと船長Ａから伝えられ、機関、バウスラスタ、タグボート等を使

用して本件岸壁に着岸した。 

 Ｂ船は、本件岸壁の北東側に隣接する夢洲Ｃ１１岸壁に船首を北東

に向けて左舷着けしていた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付図２ 衝突状況概略図、写真１ 

Ａ船の損傷状況及び前部スプリング 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、主機の操縦場所を操舵室から機関制御室に切り換えたとこ

ろ、機関の操縦が可能になり、本事故後、遠隔操縦装置が正常に作動

していた。 

 機関長Ａは、本事故後に操舵室の遠隔操縦装置により機関が後進に

かからなかった原因を調査したものの、同操縦装置の不具合等を見付

けられなかった。 

 水先人Ａは、本事故当時、入港前に機関の後進試験を行っていなか

った。 

 Ａ船は、操舵室の遠隔操縦装置で機関を操作していたが、本事故時

まで、不具合等の問題は発生していなかった。 

 綱取り作業員は、本件岸壁の３２番ビットに前部スプリングを取っ

た後、３０番ビットへヘッドラインを取る目的で本件岸壁上をＡ船の

船首方へ移動していた。 

 綱取り作業員は、Ａ船の速力がいつもより速く、前部スプリングが

緊張していたので破断のおそれを感じ、スナップバック（張力の掛か

った状態の合成繊維索が破断したときには、索に蓄積された静的エネ

ルギーが瞬間的に放出される現象）による危険な範囲を避けていた。 

 綱取り作業員は、Ａ船とＢ船が衝突した頃、Ａ船の左舷船首付近で

破断した前部スプリングが当たり右上肢及び右胸部打撲傷、右膝擦過

創を負った。 

 綱取り作業員は、作業服、ヘルメット、安全靴及び救命胴衣を着用

していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、前進惰力で本件岸壁に接近中、機関が後進にかからなかっ

たことから、右舷錨を投下するとともに、タグボートで船尾を引かせ

たものの、Ａ船の左舷船首部が夢州Ｃ１１岸壁に着岸中のＢ船の右舷

船尾部に衝突したものと考えられる。 
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 Ａ船は、操舵室における機関の遠隔操縦を機関制御室での遠隔操縦

に切り換えたところ、正常に作動し、本事故後に操舵室における遠隔

操縦でも不具合がないことから、本事故時に操舵室における遠隔操縦

により機関が後進にかからなかった状況を明らかにすることができな

かった。 

 Ａ船は、入港前に機関の後進試験を行っていれば、本事故の発生を

回避できた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、前進惰力で本件岸壁に接近中、機関が後進にか

からなかったため、Ａ船の左舷船首部が夢洲Ｃ１１岸壁に着岸中のＢ

船の右舷船尾部に衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・入港前には、機関の後進試験を行うことが望ましい。 

 ・機関の不調は、直ちに操船者に知らせること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２７年１１月１０日 １１時２０分ごろ発生） 

大阪南防波堤灯台 

夢洲 

１１時０４分ごろ 

大

阪

府 

１１時１０分ごろ 

Ａ船の進路 
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付図２ 衝突状況概略図 
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写真１ Ａ船の損傷状況及び前部スプリング 
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